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ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
は
、
人
体
を
構
成
す
る
ほ
と
ん
ど

の
種
類
の
細
胞
へ
と
分
化
さ
せ
得
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
用
い
て
再
生
医
療
に
お
け

る
移
植
用
細
胞
を
作
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
そ
の
再
生
医
療
へ
の
応
用
を
目
指

し
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
用
い
る
研
究
が
世
界
中
で
発

展
し
た
。

我
が
国
で
は
、
２
０
０
３
年
５
月
に
ヒ
ト
胚
性
幹
細

胞
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
）
の
樹
立
が
京
都
大
学
の
研
究
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。

Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
受
精
胚
の
中
に
存
在
す
る
細
胞
か

ら
樹
立
さ
れ
、
組
織
細
胞
に
分
化
し
て
い
な
い
状
態

の
ま
ま
培
養
・
増
殖
で
き
、
こ
れ
を
適
切
な
条
件
下

に
お
い
て
培
養
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
細
胞
や

組
織
へ
と
分
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
患
者
の
核
移
植
を
し
た
卵
細
胞
か
ら
ク

ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
、
そ
の
ク
ロ
ー
ン
胚
よ
り
Ｅ
Ｓ
細

胞
を
樹
立
す
れ
ば
、
患
者
と
同
じ
遺
伝
情
報
を
持

つ
ク
ロ
ー
ン
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
示

さ
れ
る
な
ら
ば
、
再
生
医
療
に
お
け
る
恩
恵
は
極
め

て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
よ
り
分
化
し
た
様
々

な
細
胞
は
、
細
胞
が
失
わ
れ
る
事
に

よ
っ
て
起
こ
る
様
々
な
病
気
の
治
療
に

役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

細
胞
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
原
因
と
な

る
病
気
の
多
く
は
、
重
篤
で
あ
り
、
現

在
で
も
有
効
な
治
療
法
が
見
つ
か
っ

て
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
病
気
に
対
し
て
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ

細
胞
を
用
い
た
再
生
医
療
は
、
今
後

期
待
さ
れ
る
有
効
な
治
療
法
の
１
つ
で

あ
る
。
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者
と
同
じ
遺
伝
情
報
を
持
つ

ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
樹
立
さ
れ
た
Ｅ

Ｓ
細
胞
を
用
い
て
、
そ
こ
か
ら

様
々
な
細
胞
を
分
化
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
細
胞

が
患
者
の
体
内
に
移
植
さ
れ
た

場
合
、
患
者
の
体
内
で
起
こ
る

免
疫
拒
絶
反
応
は
、
他
人
の
細

胞
が
移
植
さ
れ
た
場
合
と
比
べ

て
極
め
て
小
さ
い
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
移
植
医
療
に
お
い
て
、
患
者
の

体
内
で
生
じ
る
免
疫
拒
絶
反
応
は
、

極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。

再
生
医
療
に
お
い
て
は
、
ク
ロ
ー

ン
胚
よ
り
樹
立
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
用
い
る
こ
と
が
、

そ
の
目
的
か
ら
考
え
て
最
も
重
要

な
手
段
の
１
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
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生殖補助医療に関する研究に際してヒト受精胚の作成は認められ得る

と考える。その理由として現在の体外受精の技術がヒト受精胚の作成を伴

う多くの先人達の研究を経て確立されてきたものであり、今なお発展途上

にあることから、その技術の改善に向けた研究を続ける必要があることを

あげたい。難病の研究のためにヒト受精胚の作成を行うことについても認

められるべきと考える。難病に関する研究が多くの人々に多大な恩恵をも

たらすと考えられるので、ヒト受精胚が「人の生命の萌芽」として最大限

に尊重されなければならないとしても、ヒト受精胚の作成は人間の尊厳の

理念を損なうものとはならず、容認されるべきと考える。  

 人クローン胚とヒト受精胚との間に取扱いに具体的な差異をもたらす

までの倫理的な差異が認められない。従ってその作成・利用についての倫

理上の検討を行うに際しても、ヒト受精胚のそれとほぼ同じ原理に従って

考えられなくてはならない。すなわち、クローン胚の作成・利用は人間の

尊厳の理念に照らし原則として許されないが、これをもちいた研究によっ

てもたらされる医学・医療を通じた人間の健康・福祉への恩恵が極めて大

きなものであり、かつ、人クローン胚を用いなければならない必要性が認

められる場合には、それは人間の尊厳の理念を損なうとは言えず、例外的

にそうした胚の取り扱いが認められる余地があると考える。 

 拒絶反応を起こさない再生医療がもたらす恩恵は極めて大きくその実

現が待たれており、そのためには多くの未解決の事実を明らかにする必要

があると考える。動物での知見がそのまま人に当てはめる事は不可能で、

人の胚で研究を行う必要性がある。その際受精胚ではなくクローン胚を用

いる必要性については、そもそもクローン胚の性格は倫理的側面は別とし

て、生物学的には、受精胚のそれと大きく異なることが判ってきている。

更に現実の医療への応用がクローン胚によってなされるものである以上、

人クローン胚からの胚性幹細胞（自己ＥＳ細胞）による研究が必須である

と考える。 



 - 36 -

 




